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【
市
長
】改
革
と
は
、従
来
の
行
政
の
常
識
を
総

点
検
し
、制
度
・
構
造
・
組
織
文
化
ま
で
抜
本
的

に
変
え
る
こ
と
。

【
市
長
】
人
々
の
知
識
や
経
験
等
の
寄
与
を
期

待
。
地
域
資
源
の
有
効
活
用
で
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
た
い
。

【
総
務
部
長
】「
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
、自

己
を
磨
く
、事
務
の
効
率
化
」の
観
点
か
ら
職
場

研
修
を
充
実
、職
員
の
育
成
に
努
め
る
。

【
市
長
】
新
た
な
行
財
政
改
革
大
綱
推
進
に
は
、

市
民
の
痛
み
を
伴
う
改
革
も
あ
り
市
民
参
加
が

不
可
欠
。
策
定
に
際
し
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

等
を
予
定
。
市
民
参
加
手
続
の
実
践
で
は
市
民

と
の
情
報
共
有
化
を
図
る
。

【
財
務
部
長
】
中
長
期
的
視
点
で
財
政
運
営

を
し
、市
民
へ
情
報
提
供
し
て
説
明
責
任
を

向
上
、
財
政
規
律
を
維
持
。
後
期
基
本
計
画

の
財
政
フ
レ
ー
ム
は
、臨
時
的
な
財
源
対
策

の
抑
制
と
各
事
業
を
厳
選
策
定
。京
王
線
立

交
事
業
の
市
負
担
は
総
額
約
七
十
五
億
円
、

基
金
活
用
と
世
代
間
負
担
公
平
化
を
視
点
に

借
入
で
対
応
。大
幅
増
収
は
見
込
め
な
い
一

方
で
、
少
子
・
高
齢
化
関
係
や
団
塊
世
代
の

退
職
手
当
の
行
政
需
要
は
増
加
。財
源
を
確

保
し
基
金
活
用
で
弾
力
的
に
財
政
運
営
。

【
市
長
】評
価
に
基
づ
い
た
事
業
の
厳
選
が
財

政
運
営
の
基
本
。

【
財
務
部
長
】
施
設
の
複
合
・
多
機
能
化
、
計

画
的
な
維
持
・
改
良
保
全
が
必
要
。策
定
中
の

公
共
施
設
見
直
し
計
画
と
照
合
、
企
業
会
計

的
視
点
で
減
価
償
却
費
相
当
額
積
立
が
必
要
。

・

【
財
務
部
長
】ト
ラ
ス
ト
制
度
や
住
民
参
加
型

公
募
地
方
債（
ミ
ニ
公
募
債
）の
活
用
等
、市

民
参
加
に
よ
る
手
法
を
検
討
。
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【
財
務
部
長
）新
施
設
に
つ
い
て
は
協
議
検
討

中
で
負
担
額
は
未
確
定
。
本
稼
動
ま
で
の
外

部
処
理
関
連
経
費
増
も
想
定
。
ご
み
の
排
出

抑
制
・
資
源
化
推
進
で
経
費
節
減
。

【
財
務
部
長
】意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か

に
し
、
既
存
事
務
事
業
の
見
直
し
で
新
需
要

を
厳
選
。

【
市
長
】（
再
質
問
で
）行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
で

の
事
業
の
事
前
評
価
は
当
然
と
考
え
る
。

【
市
長
】
十
九
年
度
の
特
徴
と
重
点
課
題
を

整
理
し
て
運
営
方
針
を
策
定
中
。

【
市
長
】
評
価
結
果
の
共
有
化
は
不
可
欠
。
評

価
シ
ー
ト
を
改
善
、
活
用
し
や
す
い
資
料
作

成
。調
布
式
行
政
評
価
制
度
確
立
を
目
指
す
。

【
市
長
】効
果
・
効
率
的
な
評
価
方
法
と
評
価

シ
ー
ト
の
改
善
に
取
り
組
む
。

・

・

・

【
市
長
】公
約
は
後
期
基
本
計
画
に
位
置
づ
け

十
九
年
度
の
予
算
編
成
と
併
せ
策
定
、行
政
評

価
シ
ス
テ
ム
で
達
成
度
を
毎
年
進
行
管
理
。市

政
経
営
の
基
本
的
考
え
方
は
行
財
政
改
革
大
綱

で
策
定
。責
任
を
持
っ
て
毎
年
公
表
。

【
政
策
室
長
】主
な
危
機
と
し
て
、自
然
災
害
、

多
数
の
人
を
巻
き
込
む
事
故
等
想
定
。近
年

多
発
の
風
水
害
は
中
心
的
課
題
。危
機
へ
の

体
制
整
備
は
大
き
な
行
政
課
題
。組
織
改
正

に
向
け
専
管
組
織
設
置
を
思
案
中
。公
共
施

設
の
維
持
管
理
は
危
機
管
理
と
し
て
全
庁
的

に
取
り
組
む
必
要
を
認
識
。

【
市
長
】（
再
質
問
で
）安
全
な
維
持
管
理
は
、

組
織
改
正
に
伴
う
人
事
配
置
で
も
検
討
。
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